
令和８年度新津第二中学校ＰＴＡ総会要項

１ 日時 令和８年４月１７日（金）～４月２７日（月）

２ 会場 書面審議（Web開催）

３ 令和８年度ＰＴＡ役員紹介（ＰＴＡ総会案内に記載）

４ 議事

（１） 令和７年度ＰＴＡ活動報告について

（２） 令和７年度ＰＴＡ会計決算報告及び会計監査報告について

（３） 令和８年度ＰＴＡ活動計画（案）について

（４） 令和８年度ＰＴＡ会計予算（案）について



令和７年度新津第二中学校ＰＴＡ活動報告

役員会・事務局関係 研修関係 体育・施設関係 各学年・見守り活動関係

11日 役員会

４

１８日～２８日 ＰＴＡ総会（Web開催・書面審議）

５ 12日

登校時見守り活動

６ ６日 福祉講座（２年） 10日

11日 人権講話（３年） 登校時見守り活動

19日 キャリア教育講

演会（１年）

７ ４日・11日 10日

高校説明会（３年） 登校時見守り活動

８

９ 13日 24日 マナー講座 ７日 10日

新風祭活動支援・補助 （２年） グラウンド整備作業 登校時見守り活動

→中止

10 27日 生と性の講演会 10日

（２年） 登校時見守り活動

28日 薬物乱用防止教 27日

室（３年） 修学旅行業者選定委員会

（１年）

11 28日 役員会（役員選 ７日 認知症サポータ 21日

考委員会） ー養成講座（１年） 進路説明会（３年）

12

１ 16日 役員会（役員選

考委員会）

２ ３日 役員選考委員会

（候補者合同）

３ 30日 会計監査 12日 ２学年保護者会

26日 卒業アルバム選定

委員会（R8入学生）

【市Ｐ連・区Ｐ連・関係機関等関係】

４月２１日（月） 区Ｐ連第１回代表者会

５月３１日（土） 区Ｐ連総会・懇親会

６月 ７日（土） 市Ｐ連総会・研究大会

７月１２日（土） 市Ｐ連役員研修会

８月 ４日（月） 区Ｐ連第２回代表者会

３月１６日（月） 区Ｐ連第３回代表者会

※ 秋葉区青少年育成協議会等、関係機関の会合等への出席





令和８年度新津第二中学校ＰＴＡ活動計画（案）

役員会・事務局関係 研修関係 各学年関係・登校時見守り活動等

10日 役員会

４

１７日～２７日 ＰＴＡ総会（Web開催・書面審議）

５ 11日

登校時見守り活動

６ ※ 教育活動として開 10日

催される講演会等に 登校時見守り活動

７ ついて、ＰＴＡ会員 10日

にも随時案内する。 登校時見守り活動

８

９ 新風祭活動支援・補助 10日

登校時見守り活動

10 修学旅行業者選定委員会 13日

（１年） 登校時見守り活動

11 役員会（役員選考委員 進路説明会（３年） 10日

会） 登校時見守り活動

12

１ 役員会（役員選考委員

会）

２ 役員選考委員会

３ 会計監査 （２学年保護者会）

新入生卒業アルバム業者

選定委員会（新１年）

【市Ｐ連・区Ｐ連・関係機関等関係】

４月２０日（月） 区Ｐ連第１回代表者会

５月３０日（土） 区Ｐ連総会・懇親会

６月 ６日（土） 市Ｐ連総会・研究大会

７月１１日（土） 市Ｐ連ＰＴＡづくりラボ（役員研修会）

８月 ３日（月） 区Ｐ連第２回代表者会（予定）

３月１５日（月） 区Ｐ連第３回代表者会（予定）

※ 秋葉区青少年育成協議会等、関係機関の会合等への出席



令和８年度の新津第二中学校ＰＴＡ事業・会費について

１ ＰＴＡ事業について（令和７年度からの変更点）

〇 新風祭前に行っていたグラウンド整備作業については、令和６・７年度と猛暑のため中止した。

令和８年度についても新風祭前のグラウンド整備作業については実施しないこととする。

２ ＰＴＡ会費等について

（１） ＰＴＡ会費は、これまで通り、年間２，７００円（月額２２５円）を徴収する。単年度会計

とし、過不足が生ずる場合は会費納入最終月に調整を行う。

（令和７年度については最終月に調整を行い、２，５００円を徴収）

（２） 令和８年度の選手派遣費については、これまで通り、以下のとおりとする。

・ 中体連・吹連主催の大会・コンクールについては、県大会以上の遠隔地開催で出場するの

ものに限り、これまでの「新潟市激励金」等と同額を助成する。

・ 市内または近郊で開催される中体連・吹連主催の大会・コンクールに参加する際に、部・

クラブとしてバス等を利用する場合は、１人あたりの交通費の１００円未満の端数金額を助

成する。

・ 吹奏楽部以外の文化部・クラブが校外での活動に参加する際には、参加費・交通費等を助

成する。

※ 令和９年度からの部活動の新入部員の募集停止、令和９年度内の部活動の段階的廃止

に伴い、令和９年度からの生徒等活動補助・選手派遣費の部活動（地域クラブ活動）に

関わる助成については廃止する。

（３） 統合賠償責任保険については継続して加入する。

・ 学校管理下中（教育活動、部活動、校外活動等）に生徒が、他の生徒または第三者に損害

をあたえた場合（例：眼鏡の破損等）の賠償に備え、統合賠償責任保険に加入する。





慶弔規定

この規定は、新津第二中学校のＰＴＡ会員並びに在学する生徒の弔慰に関する規定である。

一 会員が死亡したときは、金一万円を香典として贈り、代表が会葬するものとする。

二 生徒が死亡したときは、金一万円を香典として贈る。

三 会員において、火災その他の災害によって住居が半焼半壊以上及び床上浸水一メートル以上

の場合は、金五千円の見舞金を贈る。

四 生徒が重傷病で一か月以上欠席した場合は、年度ごとに金三千円を見舞金として贈る。

五 この規定による経費は、ＰＴＡ通常会計慶弔費より支出する。

六 その他必要な事項については、役員会で協議する。

付 この規定は平成二年四月一日より施行される。

この規定の改廃は役員会で行うことができる。

解説 第三項の半焼半壊以上及び浸水の認定は、関係

所轄官庁の意見を聴き、役員会で決定する。



新潟市立新津第二中学校ＰＴＡ会則

昭和２６年１０月 １日制定

（省略）

令和 ６年 ４月２６日改正

令和 ７年 ４月３０日改正

第１章 総則

第１条 この会は、新津第二中学校ＰＴＡと称し、同校に事務局をおく。

第２条 この会は、家庭、学校、地域が協力して新津第二中学校生徒の健全な成長を支援することを

目的とする。

第３条 この会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。

１ 家庭と学校の緊密な連絡と連携に関すること

２ 生徒及び会員の福利厚生に関すること

３ 教育環境の整備に関すること

４ 会員相互の研修に関すること

５ その他この会の目的達成に関すること

第２章 組織

第４条 この会は、新津第二中学校に在学する生徒の保護者と教職員で組織する。

第５条 各機関の決定した方針に基づいて行う事業は、役員会が会員有志を召集し、これを掌る。

第３章 機関

第６条 この会に次の機関をおく。

１ 総会 ２ 役員会 ３ 特別委員会

第７条 総会はこの会の最高議決機関で、毎年１回年度当初に開催する。召集はせずに書面にて審議

承認する。ただし、会長が認めた時、及び会員の三分の一以上の要求があったときは臨時に開

催することができる。

第８条 総会で次のことを行う。

１ 会則の改廃

２ 役員の報告

３ 事業報告及び決算報告の承認

４ 事業計画及び予算の審議決定

５ その他必要なこと

第９条 役員会は、会長、副会長、幹事をもって構成する。会長が召集し、本会の目的遂行のため次

の事項を行う。

１ 本会の企画、運営に関する事

２ 会則規定の改廃に関する事

３ 予算、決算の審議

４ 正副会長、会計監査委員の選出

５ 会員及び特別委員会からの事業企画並びに提案事項の審議

６ その他、本会の運営に関する重要事項の審議議決、緊急事項の処理



第10条 特別委員会は、会長が役員会に諮り、委嘱する委員及び教職員をもって構成する。役員会の

委任事項について審議実践する。また、その任務の終了によって解散される。

第４章 役員

第11条 この会に次の役員をおく。

１ 会長 １名 副会長 ５名 会計監査委員 ２名

２ 幹事 若干名

第12条 役員の任務は次のとおりとする。

１ 会長は本会を代表して会務を統轄する。

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。

３ 会計監査委員はＰＴＡならびに諸校費、給食費等の会計を監査する。

４ 幹事はこの会の庶務会計を行う。

第13条 役員の選出は次のとおりとする。

１ 会長、副会長、会計監査委員は別掲内規によって選出する。

２ 幹事は保護者、教職員の中から会長が委嘱する。

第14条 役員の任期は一か年とする。ただし、次期改選まではその任務を行う。

第５章 顧問

第15条 この会に顧問をおくことができる。顧問はこの会の運営一般に関して役員の諮問に応じ、意

見を述べる。

第６章 会計

第16条 この会の経費には、会費及びに寄付金その他をあてる。

第17条 この会の会費については次のとおりとする。

１ 会費は１世帯年額２，７００円（月額２２５円）とする。

２ 単年度会計とし、次年度当初に必要な経費分を繰り越し、最終月分の納入金で調整する。

第18条 この会の会計年度は毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。

付 則

この会則は改正の日から施行される。


